
伊根町商工会中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金実施要領  

 

（趣旨） 

第１条 本要領は、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を踏まえて、伊根町

商工会（以下「本会」という。）が中小企業等の経営状況把握や課題解決に向けたコンサ

ルティングの結果、当該中小企業等が実施する業務改善などに繋がる取組を支援する補助

金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）中小企業等 中小企業基本法（昭和３８年法律１５４号）第２条に定めるもの 

                又は、これらを構成員とする団体若しくはこれらに準じるもの 

（２）小規模企業 中小企業基本法（昭和３８年法律１５４号）第２条第５項に定める 

「小規模企業者」 

（３）商店街団体   中小企業等のうち別表１に掲げるもの 
 

（補助事業者） 

第３条 本事業の対象となる補助事業者は、前条第１号から第３号に定める者のうち、京都

府内に主たる事業所等を有し、新型コロナウイルス感染症による影響で売上が減少した者

とする。 

 

（補助事業の内容） 

第４条 補助事業の対象は、補助事業者が、新型コロナウイルス感染症への対応として行う

設備導入や事業継続・売上向上につながる取組等とする。 

 

（補助対象経費等） 

第５条 補助事業のうち、補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、

補助率及び補助限度額は、別表２に定めるとおりとし、予算の範囲内において補助金を交

付する。 

 

（補助金の申請等） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者は、中小企業応援隊員のコンサルティングを受

け中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金交付申請書（様式第１号）を、本会

に提出しなければならない。 

２ 補助事業者は、令和２年２月２４日以前に着手した場合は、補助金の交付を受けること

ができない。 
 

（補助金の交付の決定等） 

第７条 本会は、前条第１項の規定による申請書の提出があったときは、申請内容等により

審査等をするものとし、その審査等の結果に基づき、補助金の交付又は不交付を決定する

ものとする。 

  なお、本会は、必要に応じて現地調査等の審査を行い、申請書の内容に係る事項につき

修正を加え、又は条件を付して補助金の交付を決定できるものとする。 

２ 本会は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、速やかにその内容及びこれに条件

を付したときには、その条件を当該申請者に通知するものとする。 

 

 



（申請の取下げ） 

第８条 補助事業者は、前条第２項の通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定

の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、本会が別に定める期日までにその理

由を記載した書類を添付して、交付申請を取下げることができる。 

 

（補助事業の変更、中止又は廃止） 

第９条 補助事業者は、事業の内容（軽微な変更を除く）を変更しようとするときは、中小

企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金変更承認申請書（様式第２号）を本会に提

出しなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、中小企業等新型コロナ

ウイルス対策緊急支援補助金中止（廃止）承認申請書（様式第３号）を本会に提出しなけ

ればならない。 

３ 本会は、前２項の申請に対し、申請事項を承認したときは、その旨を当該申請者に通知

するものとする。 

 

（補助事業遂行の義務） 

第１０条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管

理者の注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途に使用してはならない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付決定のあった会計年度（以下、「当該会計年度」）の１月

２９日までに補助事業を完了しなければならない。 

 

（補助事業の実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日（交付決定時に既に事

業が完了している場合は、交付決定のあった日）から１４日以内に本会の中小企業応援隊

員の確認を得て、中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援補助金実績報告書（様式第

４号）を本会に提出しなければならない。 
 

（補助金の額の確定等） 

第１２条 本会は、前条の実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容（ただし、第９条

第３項に基づいて変更を承認したときは、その承認された内容）及びこれに付した条件に

適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（補助金の概算払） 

第１３条 補助事業者は、予め本会との協議を経た上で、補助金の概算払を請求できるもの
とする。 

２ 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、中小企業等新型コロナウイル
ス対策緊急支援補助金概算払申請書（様式第５号）を本会に提出しなければならない。 

３ 本会は、前項による概算払申請書を受けたときは、内容を審査し補助事業の遂行上、特
に必要と認める場合は、交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。 

 

（交付決定の取消し） 

第１４条 本会は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その補助事業に関して補助金

の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該交付決定の全部又は一部

を取消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助金の額を確定した後においても適用するものとする。 

３  本会は、第１項の取消しの決定を行った場合には、その旨を当該補助事業者に通知する

ものとする。 



 

（補助金の返還） 

第１５条  本会は、前条第１項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、本会が別に定める期日までに返還を命ずるも

のとする。 

 

（財産処分の制限） 

第１６条  補助事業者は、本会が定める期間内に、補助事業により取得し、又は効用の増加

した財産（以下「取得財産等」という。）を補助金の交付の目的以外の用途に使用し、他

の者に貸付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保の用に供しようとす

るときは、本会の承認を得なければならない。 

２ 本会は、前項の承認を受けた補助事業者が取得財産等の処分をすることにより収入があ

るときは、その収入の全部又は一部を本会に納付させることができる。 
 

（立入検査等） 

第１７条 本会は、補助事業の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に対して報告

させ、又はその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。 

  

（補助金の支払、請求） 

第１８条  本会は、第１２条により補助金の額を確定したのち、補助金を補助事業者に対し

支払うものとする。 

２  補助事業者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、中小企業等新

型コロナウイルス対策緊急支援補助金支払請求書（様式第６号）により、本会に補助金の

支払請求を行うものとする。ただし、第１３条に定める補助金の概算払により、既に補助

金の一部の交付を受けている場合は、第１２条の補助金の額の確定額との差額を請求する

ものとする。 

３ 補助事業者は、第１３条に定める補助金の概算払の額が、既に交付すべき補助金の額を

超えている場合は、本会にその過払い額を別に通知する日までに返還しなければならない。 
 

（補助金の経理） 

第１９条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支を明確にした証拠書類を整備し、

当該補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 
 

（書類の提出部数） 

第２０条 この要領により本会に提出する書類の部数は、請求書を除き原本（押印したもの）

１部及びそのコピー１部とする。 

 

（補 則） 

第２１条 この要領に定めるもののほか、補助金交付に関して必要な事項は、本会が別に定

める。 

 

附 則 
 この要領は、令和２年３月２７日から適用する。 
 
 
 
 
 
 



  別表１（第２条関係） 

商店街振興組合 
 

商店街振興組合法に基づく商店街振興組合 
 

事業協同組合 
 

商店街及び小売市場（以下「商店街等」という。）における事業協同
組合 

任意団体 
 

商店街等において、共同事業等の事業活動を行うための規約等を制定
している任意組織団体 

共同出資会社 
 
 
 
 
 

２以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資
している会社（株式会社にあっては総株主（株主総会において決議を
することができる事項の全部につき議決権を行使することができない
株主を除く。）の議決権に占める中小小売商業者の有する議決権の割
合が１０分の７以上であるものに、持分会社にあってはその社員（業
務執行権を有しないものを除く。）に占める中小小売商業者の割合が
２分の１を超えているものに限る。） 

特定会社 
 
 
 

商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社（株式会社に
あっては総株主の議決権に占める中小企業者以外の会社の有する議決
権の割合が２分の１未満であるものに、持分会社にあってはその社員
に占める大企業者の割合が２分の１未満であるものに限る。） 

事業実行委員会 
 

前各号に該当する複数の団体が中心となって、商店街等の活性化を目
指すための事業活動を行う目的で組織された府内に事務所を有する団
体であって、定款に類する規約等を有し、自ら経理する等の会計組織
を有するもの。 

 
 

別表２（第５条関係）  

補助対象経費 

（例 示） 

・従業員の感染予防としてテレワークを実施するため、ソフトウェア

等を導入する経費 

・インターネット販売強化に係る経費 

・新たにケータリングやテイクアウト事業を開始する際の、保冷庫や

容器、食器等の購入経費 

・電気代を削減するため、省エネ型保冷庫の導入経費 

・新規客を生み出すような大売り出しセールの実施する際の広報費 

・事業継続・売上回復等、経営を立て直すための専門家相談費用 等 

補助対象外 

経費 

人件費・家賃等の固定経費、損失補てん、借入れに伴う支払い利息、

公租公課（消費税など）、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、

振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士

等に支払う費用、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と

認められる費用 

補 助 率 
３分の２以内（ただし、中小企業（小規模企業除く。）については２

分の１以内） 

補助限度額 
２０万円（ただし、中小企業（小規模企業除く。）については３０万

円） 


